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介
護
保
険
は
、
介
護
が
必
要
に

な
っ
た
と
き
に
誰
も
が
安
心
し
て

サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
よ
う
社

会
全
体
で
支
え
る
仕
組
み
で
す
。

　
村
が
保
険
者
と
な
り
、
被
保
険

者
が
納
め
る
保
険
料
（
六
十
五
歳

以
上
の
１
号
保
険
料
と
四
十
歳
か

ら
六
十
四
歳
ま

で
の
２
号
保
険

料
）と
公
費（
税

金
）を
も
と
に
運

用
し
て
い
ま
す
。 

　
高
齢
化
率
や

要
介
護
認
定
者

の
増
加
で
介
護

保
険
の
給
付
費

は
年
々
増
加
し

て
い
ま
す
。
最

近
は
、
介
護
保

険
の
サ
ー
ビ
ス

（
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
や
短
期
入
所

な
ど
）
を
利
用

し
た
く
て
も
満

員
で
利
用
で
き

な
い
と
い
う
状

況
に
も
な
っ
て

い
ま
す
。 

　
介
護
保
険
制
度
の
基
本
理
念
は
、

要
介
護
（
支
援
）
状
態
に
な
っ
て

も
可
能
な
限
り
で
き
る
範
囲
で
、

自
分
ら
し
い
生
活
を
営
む
と
い
う

自
立
支
援
で
す
。 

　
限
り
あ
る
財
源
と
サ
ー
ビ
ス
を

上
手
に
利
用
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

　
関
川
村
の
総
人
口
に
占
め
る
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
数
の
割
合

は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
末
現
在
で
三
四
・
六
％
―
。 

　
そ
の
う
ち
、
介
護
認
定
を
受
け
た
方
は
三
百
八
十
八
人
で
高
齢
者
の

う
ち
約
一
六
％
が
認
定
さ
れ
て
い
て
、
年
々
伸
び
て
い
る
高
齢
化
率
に

比
例
し
て
、
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
中
度
者
（
介
護
度

２
、
３
）
の
方
が
最
も
多
く
、
全
体
の
四
六
・
七
％
を
占
め
て
い
ま

す
。 

　
ま
た
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
は
六
億
四
千
九
百
十
万
円
程
度
。
認
定
者

一
人
あ
た
り
約
百
七
十
六
万
円
と
な
り
ま
し
た
。 
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介護サービス費は６億４千万円超 

�
む
つ
み
荘
で
行
わ
れ
て
い
る
介
護
予
防
事
業 

　
「
フ
ァ
ン
ル
ー
ム
」
の
演
芸
会
の
よ
う
す 

村の認定者数と介護サービス費（村の総額）の推移 

0

1億 

2億 

3億 

4億 

5億 

6億 

（円） 

0

270

300

350

380

（人） 

12
年
度 

13
年
度 

14
年
度 

15
年
度 

16
年
度 

17
年
度 

18
年
度 

19
年
度 

20
年
度 

4億1,485万円 

6億4,914万円 

388人 

272人 

認定者数 

介護サービス費 

～ ～ 

介
護
保

介
護
保
険
の
適
正
利
用

険
の
適
正
利
用
に
つ
い
て

に
つ
い
て 

介
護
保
険
の
適
正
利
用
に
つ
い
て 



5 広報せきかわ　2010・３月号 

保険料の納め方は、年金の受給額によって以下の２通りに分かれます。 

特別徴収 
　　老齢（退職）年金、遺族年金、障害年金が、 

　　年額18万円以上 の方　⇒　年金から天引き になります。 
　　老齢福祉年金、寡婦年金などは、対象となりません。 

◆保険料が年金の支払月（年６回）に天引きになります。 

◆年度の途中で特別徴収の対象者として把握されると、おおむね６か月後から保険料が年金

か　ら天引きになります。 

普通徴収 
　　老齢（退職）年金、遺族年金、障害年金が、 

　　年額18万円未満 の方 ⇒ 納付書 あるいは 口座振替 で納めていただきます。 

◆保険料を納期限までに納付してください。 

　納期限は７月から翌年２月までの年８期となっています。 

◆村から通知書と納付書を送付します。 

　関川村役場・村上信用金庫関川支店・にいがた岩船農協関川支店・第四銀行坂町支店・ゆう

　ちょ銀行で納付できます。 

◆便利で確実な口座振替を！ 

　村収納金融機関（村上信用金庫関川支店・にいがた岩船農協関川支店・第 

四銀行坂町支店・ゆうちょ銀行）または関川村役場で手続きができます。 

　手続きの際は、下記のものをお忘れなく！ 

　　　　○保険料の納付書　○通帳　○印かん（通帳印） 

4月 6月 8月 10月 12月 2月 

仮徴収（4月に通知） 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 

本徴収（7月に通知） 

本徴収（7月に通知） 

　6月の村民税確定後に介護保険料の年額

を決定します。そのため、4月、6月、8

月は暫定の保険料での徴収となります。

前年度の2月分と同じ保険料額となります。 

　前年の所得をもとに確定した年間保険

料額から、仮徴収分を差し引いた額を3回

で割ります。 

前年の所得をもとに確定した年間保険料額を納期数（８期）で割ります。 

介護保険料の納め方は？ 


